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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 

 

令和４年度 第１回公民館運営審議会 

開 催 日 時 

 

令和４年５月２７日（金）午後１時１５分～２時３５分 

開 催 場 所 

 

市庁舎３階全員協議会室 

出 席 者 の 氏 名 生野 元、吉川 誠、齋藤 淺男、清野 則良、内野 光男、富川 正孝、 

三原 由紀子、加藤 市男、矢嶋 賢一、浅田 衛、倉持 伸江 

欠 席 者 の 氏 名 佐藤 良一、山﨑 壽男、髙柳 進、田中 雅文 

説明者の職・氏名 

 

 

議 事 

 

（１）今後の公民館のあり方について各地区の利用者等の意見報告 

（２）市民の声を聴く会について 

（３）その他 

会 議 資 料 資料１ （仮称）市民の声を聴く会企画書（案） 

 

担 当 部 課 名 

 

教育長 中島 秀行、教育総務部長 千葉 裕之、 

松井公民館長 吉川 泰央、富岡公民館長 鈴木 健、小手指公民館長 小川 和

彦、山口公民館長 守谷 秀明、吾妻公民館長 森田 悟、柳瀬公民館長 橋

本 浩志、三ケ島公民館長 村中 慎児、新所沢公民館長 廣川 美智代、新所

沢東公民館長 足立 啓、中央公民館長 金子 敦、並木公民館長 川原 利和、

生涯学習推進センター所長 酒井 忠夫、社会教育担当参事 吉田 謙治、 

社会教育課主査 和田 順子、主査 有沢 法夫、主任 鈴木 蘭 

教育総務部社会教育課 

電話 ０４（２９９８）９２４２ 
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様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員長 

 

松井公民館長 

【１ 開会 】 

 社会教育担当参事の司会により開会した。 

 

【２ 教育長あいさつ 】 

《教育長あいさつ》 

 

【３ 議事（１）今後の公民館のあり方について各地区の利用者等の意見報

告 】 

傍聴者（３名）の入室後、議事に入った。 

 

 議事（１）について、今回意見を報告することになった経緯を事務局より説

明いただきたい。 

 

 前回の会議で、公民館の管理業務を市民部に一元化する方向で検討が開始さ

れた説明をしたところ、各地区の住民の意見を審議委員が集めてはどうかと提

案があったため、本日報告してもらうことになったもの。 

 

 各地区から出た意見等を報告いただきたい。 

 

公民館の利用者に対してアンケートを実施した。設問は①一元化についてど

う思うか②若い世代の利用が少ないことについてどう考えるか③一元化した

後、どのような機能が必要と考えるか、の３項目。期間は２週間。市民は一元

化について理解していない印象を受けた。「名称がすっきりして良い」「『公

民館』が定着しているので、そのままで良い」「機能が充実されるのであれば

一元化も良い」「若い人の参加できるサークルやイベントがあまりない」「若

い人は忙しくて参加する時間が無い」という意見が出た。 

 

 「職員減のためではないか」「社会教育の衰退につながるのではないか」と

いう意見があった。今度開催する予定の「市民の声を聴く会」で意見を聴くの

が良いと思う。 

 

欠席委員の地区の館長は何か聞いているか。 

 

 特になし。 
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新所沢東公民館

長 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

審議委員の意向として、まちづくりセンターの職員の体制は維持してほしい

という希望は聞いている。 

 

事業企画委員に話したところ、「『公民館』の名前になじみがありすぎるの

で、何も内容が変わらないのであれば、なぜ名前を変えるのか」「市民の声を

聴く会の開催を歓迎する」という意見があった。 

 

一元化とは何を一元化することなのか、明確にしてほしい。まちづくりセン

ターになってからの１０年間に何をやってきたのか、何が今問題なのか市民に

は見えていないので、市は整理して示してほしい。 

 

自分自身もどういう問題があって一元化の話になっているのかわかってい

ない。意見を求めても「よくわからない」という回答だった。名称として「公

民館」はかなり浸透しており、「まちづくりセンター」もそれなりに浸透して

いるとは感じるが、内容について聞くと「公民館」は何をしているかわかるの

に対して「まちづくりセンター」は何をしているのかわからない、と答える人

が多いと感じる。また、市民の認識としては、「公民館」は行政区の枠を超え

て誰でも利用できるが、「まちづくりセンター」は自治会役員だけが出入りし

ており、その利用についても行政区の枠にはめられている印象を受ける。 

 

中央地区公民館連絡協議会の会議の会場として中央公民館を利用している。

所沢地区は１４の町内会（町会）で構成されており、そのうち自治会運営の公

民館が１２町内会にある。中央公民館を利用することはほとんどなく、自分た

ちの公民館をどう運営するかに比重が傾いている状況。月に１回の館長会議

で、本件について意見を求めたところ「名前が変わっても従来通りの貸館業務

が続くのであれば気にならない」という意見があった。 

令和３年度は中央公民館の利用団体による文化展や発表会を秋に開催した

が、令和４年度は３月に中央公民館と１２の公民館で合同の文化発表会を行う

企画も立てている。理想的なのは中央公民館と１２の公民館がネットワークで

つながり、それぞれの公民館で学びや催し物の機会を共有できること。利用者

の高齢化が進む中、坂の下に立地する中央公民館まで足を向けなくても、自分

たちの地区の公民館で生涯学習や世代間交流ができれば良いのではないかと

考えている。 

 

本日欠席の委員から意見が届いているで、事務局から報告いただきたい。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

（事前に届いた意見を読み上げた） 

（１）一元化における必要条件 

以下３点を必ず実現させるよう求める。①一括法における特定公民館として位

置付ける②社会教育法で規定されている公民館運営審議会を廃止しない②社

会教育課とまちづくりセンターとの連携を制度化（明文化）する 

（２）まちづくりセンター化の評価 

公民館とまちづくりセンターが併設されて以降、公民館の活性度がどのように

変化したのか、全ての公民館の実態をもとに評価してほしい。 

（３）市民参加による愛称の検討 

前回の審議会の議論によれば、公民館という名称は市民に浸透していると思わ

れ、一元化された施設の名称は「公民館」が妥当だが、それが無理な場合は、

新施設の愛称を市民参加で検討することが良いと思う。 

（４）市長との懇談会の開催 

伝統ある公民館を一般行政に移管するというのは市政にとっての大転換であ

り、市長がどのように見ているかを把握する必要があるため、公運審と市長と

の懇談会の開催を望む。 

 

まだ我々も一元化が何を表すのか理解しきれていない。審議委員、市民、公

民館関係者がきちんと内容を知る機会が必要であり、その上で意見をもらうこ

とが大切である。職員体制についての不安や公民館の内容・質の変化に対する

心配があり、一方で名前がわかりやすくなるという意見がある。一元化するに

あたって合理的理由があるのであれば伺いたい。公民館は市民と行政で作り上

げてきた「地域のシンボル」であり、その存在感や歴史と成果は軽視できるも

のではない。他の地域からも注目される事業を展開する所沢市の財産である公

民館を大きく変更する重みを感じて審議しなければならない。社会教育委員や

教育委員と意見交換する機会があっても良いのではないか。これまでの公民館

とまちづくりセンター化した後の成果と課題をそれぞれ見える形で市民と共

有しないと未来に進むことはできない。それが一元化のプロセスを透明化する

ことであり、その上で意見を聴いていくことが重要。このプロセスを経て公運

審として、これからの時代にふさわしい公民館になるようにまとめて出すべき

だと感じる。 

 

一元化というのは機械的な感じがする。公民館という名前がなくなってもそ

の活動内容は担保されると説明されたが、ピンとこないのが正直なところ。具

体的にどうなるのか見える形で示していかないと、歴史を一歩踏み出すことは

できないのではないか。今回の一元化の件は公民館について考え、地域の方と
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社会教育担当参

事 

 

 

 

委員長 

 

副委員長 

 

 

社会教育担当参

事 

 

 

委員長 

 

社会教育担当参

事 

 

委員長 

 

教育総務部長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

社会教育担当参

事 

話す良いきっかけにはなったと感じる。今後の公民館のあり方を示し、形に残

す方法にはどのようなものがあるか、説明いただきたい。 

 

公民館運営審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企

画実施につき調査審議する、と社会教育法に書かれている。法令に則り、これ

までの意見を集約することに関しては、諮問に応じて答申するという方法があ

る。 

 

次回、諮問を受けて答申作成をしていくということでよろしいか。 

 

審議委員の任期との関係について質問させていただきたい。諮問に対してい

つ頃までに答申すれば、一元化の議論に間に合うのか。 

 

諮問を受けて１年程かけて答申作成をするのが一般的だが、のんびりとはし

ていられないのも事実。例えば草案作りを小グループに分かれて行い、段階的

に進めていくと効率的であると考える。 

 

一元化の実施期限はないのか。 

 

期限はない。ただ、検討が始まったので時間をかけすぎるのは望ましくない。

丁寧に議論しながら決めていくことが必要。 

 

市としての一元化の目途を教えていただきたい。 

 

行政機関として検討を進めるにあたって令和５年度という目標はあるが、目

標を達成するためにはここでの議論を大切にしていきたい。変えるのであれば

丁寧にやっていきたい。議論を重ねるには時間が無いというのであれば、その

目標でしばるつもりはない。一元化へのプロセスを透明化することによって、

市民の理解も得られると考えている。 

 

行政や市民と対話しながら丁寧に進めていきたい。 

 

【３ 議事 （２）市民の声を聴く会について 】 

《資料の配布後、社会教育担当参事より市民の声を聴く会についての説明》 

通常の公民館運営審議会とは異なるが、委員からも出席をお願いしたい。 
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委員長 

 

社会教育担当参

事 

 

委員長 

 

社会教育担当参

事 

 

委員 

 

社会教育担当参

事 

 

委員 

 

社会教育担当参

事 

 

 

委員 

 

社会教育担当参

事 

 

委員 

 

社会教育担当参

事 

 

委員 

 

 

 

社会教育担当参

資料は（案）となっているが、開催日時・会場については変更できないのか。 

 

 そのとおり。 

 

 

 当日の資料としては何を予定しているのか。 

 

 一元化へのグランドデザインの図とまちづくりセンターになった沿革がわ

かる資料を配布する予定。 

 

 当日、参加しない人の意見をどのように吸い上げるのか。 

 

 地域の意見を地区の委員がまとめていただけるとありがたい。 

 

 

 行政財産と教育財産の違いは何か。 

 

 教育財産は教育委員会で維持管理権限を持っている財産であり、市の財産を

表す行政財産のうちの一部を指す。一元化を機会に、教育委員会の権限から離

れ、行政財産になるということ。 

 

 市民から見て何が違うのか。 

 

 きわめて内部的な違いである。 

 

 

 欠席委員から届いたという意見を後ほどいただきたい。 

 

 承知した。 

 

 

 公民館の業務に携わる職員の意見も聞きたい。そもそも、何故一元化の検討

が始まったのか知りたい。予算を減らしたいのではないかという印象を持って

いる。 

 

 予算については何ら変わっていない。職員の意見も聞きたいとのことなの
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事 

 

委員 

 

 

社会教育担当参

事 

 

 

 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

社会教育担当参

事 

 

 

委員長 

 

 

 

社会教育担当参

事 

 

委員 

 

社会教育担当参

事 

 

 

 

で、今後検討が進む中で、つまびらかにしていく。 

 

 一元化後の（仮称）公民館運営審議会は公民館毎に設置されるのか。現在の

公民館運営審議会はどうなるのか説明いただきたい。 

 

 かつて公民館運営審議会は地区ごとに設けられていたものが一つになった

歴史があるが、それを再び各公民館に復活させようというものではない。今後、

検討していく内容ではあるが、現在の公民館運営審議会が担っている役回りは

残していきたいと考えている。 

 

 市民の声を聴く会で一元化について説明するにあたって、まず教育委員会と

一般行政の仕組みについて説明をしてから進めたほうが良い。議論がかみ合う

ように市民に分かりやすい説明が必要である。職員の声を聴く機会も方法を考

えて行うことで、今後答申を作る材料になると思う。市民の声を聴く会の主催

は社会教育課ということだが、当審議会の関わり方はどうなるのか。意見を言

う側なのか、聴く側なのか。また、市民から出た意見はどう扱うのか。 

 

 ただ今の意見は今後の検討に活かしていきたい。市民から声を聴いて終わり

ではないと考えている。市民に分かりやすく、使いやすい地域拠点としての施

設がリスタートできるように方向性を定めていく。 

 

 当日うまく進められるように資料に手を加える必要があると思う。市民の声

を聴く会で出た意見等は、次回の審議会で共有したり、内容によっては市民に

返したりしていきたい。 

 

 イベント名について案のとおり「市民の声を聴く会」で決定してよろしいか。 

 

 

 タイトルだけでは何のことかわからないのではないか。 

 

 サブタイトルに、まちづくりセンターと公民館の文言は入れていく。広報す

る際には、サブタイトルに加え内容についても盛り込んだ形にしていく。 

 

【３ 議事 （３）その他 】 

その他何かあるか。 

（特になし） 
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議事進行を事務局にお返しする。 

（議事については以上で終了。議長に代わり、進行は事務局が務めた。） 

 

【４ 閉会 】 

《副委員長あいさつにて閉会》 

 

 


